
第２６９号 令和５年４月１日

３３ 月月 定 例 会定 例 会

◆直方市政治倫理条例の一部を改正

◆令和５年度直方市一般会計予算を可決

主な内容

P.2　提出議案等とその結果　　　P.4   質疑、委員会の審査         P.12　水仙　

　　
P.3　賛否の分かれた議案　　　　P.6　 一般質問　



２
のおがた議会だより

 条例

議案第１号 直方市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第２号
直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
について

原案可決

議案第３号 直方市多世代交流スペースここっちゃ設置条例の制定について 原案可決

議案第４号 直方市有財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第５号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 15 号 直方市政治倫理条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 16 号 直方市手数料条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 17 号
直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を
改正する条例について

原案可決

議案第 18 号 直方市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 19 号
直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条
例について

原案可決

議案第 20 号
直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につ
いて

原案可決

議案第 21 号 直方市排水機場等維持管理基金条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 22 号 直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 23 号 直方市下水道条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 24 号 直方市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 25 号 直方市汚水処理施設条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 26 号 直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

 予算

議案第８号 令和４年度直方市一般会計補正予算 ( 第８号 ) 原案可決

議案第９号 令和４年度直方市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第６号 ) 原案可決

議案第 10 号 令和４年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算 ( 第１号 ) 原案可決

議案第 11 号 令和４年度直方市介護保険特別会計補正予算 ( 第５号 ) 原案可決

議案第 12 号 令和４年度直方市後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第３号 ) 原案可決

議案第 13 号 令和４年度直方市水道事業会計補正予算 ( 第４号 ) 原案可決

議案第 14 号 令和４年度直方市下水道事業会計補正予算 ( 第３号 ) 原案可決

議案第 28 号 令和５年度直方市一般会計予算 原案可決

議案第 29 号 令和５年度直方市国民健康保険特別会計予算 原案可決

議案第 30 号 令和５年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算 原案可決

議案第 31 号 令和５年度直方市介護保険特別会計予算 原案可決

議案第 32 号 令和５年度直方市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決

議案第 33 号 令和５年度直方市上頓野産業団地造成事業特別会計予算 原案可決

議案第 34 号 令和５年度直方市水道事業会計予算 原案可決

議案第 35 号 令和５年度直方市下水道事業会計予算 原案可決

３月定例会に提出された議案等とその結果
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 人事

議案第 27 号 人権擁護委員候補者の推薦について 適　任

 その他

議案第６号 市道路線の認定について 原案可決

議案第７号 市道路線の廃止について 原案可決

発議第 1 号 直方市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 原案可決

意見書案第 1 号 建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書について 原案可決

意見書案第 2 号
新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取り組みの強化を求める意見書
について

原案可決

意見書案第 3 号 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書について 原案可決

 報告

報告第１号
専決処分事項の報告について ( 市営住宅の管理上での瑕疵事故に係る損害賠償の額を定
めること )

報　告

報告第２号 専決処分事項の報告について ( 道路災害に係る損害賠償の額を定めること ) 報　告

報告第３号 専決処分事項の報告について ( 道路災害に係る損害賠償の額を定めること ) 報　告

報告第４号 専決処分事項の報告について ( 市営住宅家賃滞納に係る民事調停 ) 報　告

報告第５号
専決処分事項の報告について ( 市営住宅の管理上での瑕疵事故に係る損害賠償の額を定
めること )

報　告

会 派 名 静　燃　会 よ　つ　ば 政　風　会 明　政　会 日本共産党 市民クラブ 公　明　党 無所属 令　和　会

議
員
名

　
　

   
議
案
番
号

安

永

浩

之

三

根

広

次

篠

原

正

之

森

本

裕

次

中

西

省

三

渡

辺

幸

一

田

代

文

也

野

下

昭

宣

佐

藤

信

勝

那

須

和

也

渡

辺

和

幸

澄

田

和

昭

髙

宮　

 

誠

紫

村

博

之

宮
園
祐
美
子

渡

辺

克

也

矢
野
富
士
雄

村

田

明

子

松

田　

 

曻

第 15 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

第 16 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 28 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 29 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 31 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 32 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 34 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議第１号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
意見書案
第１号 × × × × － × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

○：賛成、×：反対、欠：欠席、棄：棄権

－：議長には賛成・反対の意思表示をする表決権がありませんが、賛成・反対が同数になった場合、可否を決める裁決権があります。

※その他の結果については、全会一致で賛成となっています。

賛否の分かれた議案
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り
し
て
い
る
と
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。

　
さ
ら
に
報
告
内
容
を
詳
細
に

す
る
理
由
に
つ
い
て
、
そ
の
目

的
は
何
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
資
産
報
告

書
の
提
出
の
目
的
は
、
公
的
地

位
を
利
用
し
て
私
的
な
利
益
を

得
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る

た
め
で
あ
る
。
報
告
内
容
に
つ

い
て
は
、
運
用
の
中
で
、
公
職

選
挙
法
と
整
合
性
を
図
り
つ
つ
、

議
員
活
動
に
支
障
を
き
た
さ
な

い
よ
う
考
え
て
い
る
と
の
回
答

が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
か
ら
は
、
政
治
倫
理
条

例
及
び
資
産
等
報
告
に
対
す
る

目
的
等
に
つ
い
て
一
定
の
理
解

は
し
つ
つ
も
、
今
回
の
改
正
に

お
け
る
審
査
会
の
考
え
や
目
的

が
明
確
で
な
い
こ
と
や
、
委
員

会
質
疑
で
の
所
管
課
か
ら
の
説

明
等
に
も
納
得
で
き
な
い
点
が

多
い
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数
で

否
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま

し
た
。

令
和
５
年
度
直
方
市
一
般
会
計

予
算
の
う
ち
所
管
分
に
つ
い
て

　
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
派

遣
職
員
負
担
金
に
つ
い
て
、
派

直
方
市
政
治
倫
理
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　　
今
回
の
改
正
に
つ
い
て
目
的

は
何
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
不
正
の
疑

惑
の
念
を
持
た
れ
る
行
為
を
し

な
い
、
そ
の
地
位
を
利
用
し
、

い
か
な
る
金
品
も
受
授
し
な
い

等
の
姿
勢
を
明
確
に
す
る
た
め
、

提
出
す
る
資
産
等
報
告
の
内
容

を
改
め
、
公
正
で
開
か
れ
た
民

主
的
な
市
政
を
実
現
す
る
た
め

の
改
正
で
あ
る
と
の
回
答
が
あ

り
ま
し
た
。

　
ま
た
資
産
等
報
告
に
つ
い
て
、

政
治
倫
理
審
査
会
は
ど
こ
ま
で

権
限
が
あ
る
の
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
審
査
委
員

は
書
類
審
査
を
行
う
。
そ
の
中

で
、
報
告
に
記
載
さ
れ
て
い
る

内
容
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
場

合
等
に
、
聞
き
取
り
を
行
っ
た

各

常

任

委

員

会

　
３
月
６
日
、
７
日
に
開
催
さ

れ
付
託
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て

審
査
し
た
主
な
内
容
で
す
。

総
務
常
任
委
員
会

議案番号 議案名 発言者 質疑項目

第８号 令和４年度直方市一般会計補正予算（第
８号）

渡辺 和幸

【歳入】森林環境譲与税　ほか

【歳出】公園施設長寿命化計画策定業務委託料

【第３表】平成筑豊鉄道経営安定化負担金　

安永 浩之
【歳入】ふるさと納税

【歳出】修繕料　ほか

那須 和也 【歳出】子どもの安心・安全対策支援費補助金　ほか

第 13 号
令和４年度直方市水道事業会計補正予
算（第４号）

渡辺 和幸
【歳入】全般
【歳出】全般

第 17 号
直方市特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業の運営の基準に関する条
例の一部を改正する条例について

那須 和也 今後の組織体制に関して　ほか

第 28 号 令和５年度直方市一般会計予算

渡辺 和幸
【歳入】普通交付税　ほか

【歳出】奨学金返還支援補助金　ほか

安永 浩之 【歳出】職員研修委託料　ほか

那須 和也
【歳出】  子育て短期支援事業委託料　ほか

【第３表】  小学校統合型公務支援システム借上料　ほか

宮園 祐美子【歳出】住宅取得費補助金

質 疑
　３月定例会で質疑が行われた議案については次のとおりです。質疑とは、本会議の議事手

続きにおいて討論や表決に入る前に、当該案件について口頭で提案者に対して説明や所見を

求め疑問点を尋ねることです。



令
和
４
年
度
直
方
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
８
号
）
の
う
ち

所
管
分
に
つ
い
て

　　
子
ど
も
の
安
心
・
安
全
対
策

支
援
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
バ

ス
の
置
き
去
り
防
止
の
安
全
装

置
に
対
し
て
補
助
を
行
う
と
の

こ
と
だ
が
、
具
体
的
に
は
ど
ん

な
内
容
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
送
迎
バ
ス

へ
の
安
全
装
置
の
導
入
を
支
援

す
る
も
の
で
あ
る
。
補
助
対
象

と
な
る
装
置
は
、
エ
ン
ジ
ン
停

止
後
ブ
ザ
ー
が
鳴
り
、
運
転
者

等
に
車
内
の
確
認
を
促
す
「
降

車
時
確
認
式
の
装
置
」
と
、
エ

ン
ジ
ン
停
止
後
、
車
内
の
セ
ン

サ
ー
が
作
動
し
、
子
ど
も
を
検

知
す
る
と
車
外
向
け
に
ブ
ザ
ー

が
な
る
「
自
動
検
知
式
の
装
置
」

の
２
種
類
が
あ
る
と
の
回
答
が

あ
り
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま

し
た
。

令
和
５
年
度
直
方
市
一
般
会
計

予
算
の
う
ち
所
管
分
に
つ
い
て

　　
育
児
家
事
支
援
事
業
の
事
業

内
容
に
つ
い
て
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
産
前
産
後

の
世
帯
に
お
い
て
、
育
児
や
家

事
の
支
援
が
必
要
と
思
わ
れ
る

世
帯
に
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
し
、

支
援
を
行
っ
て
い
く
事
業
で
あ

る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
い

つ
か
ら
利
用
で
き
る
の
か
尋
ね

ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
公
募
に
て

事
業
者
の
選
定
を
行
い
、
令
和

５
年
の
秋
ご
ろ
か
ら
事
業
開
始

で
き
る
よ
う
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
と
の
回
答
が
あ

り
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。
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令
和
５
年
度
直
方
市
一
般
会
計

予
算
の
う
ち
所
管
分
に
つ
い
て

　　
中
心
市
街
地
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
業
務
委
託
料
に
つ
い
て
、

委
託
の
目
的
と
、
ど
の
よ
う
な

業
務
内
容
に
な
る
の
か
尋
ね
ま

し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
中
心
市
街

地
の
エ
リ
ア
の
賑
わ
い
創
出
を

図
る
た
め
、
ま
ち
な
か
の
再
生

に
関
す
る
具
体
的
、
実
務
的
な

ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
つ
外
部
専
門
家

に
エ
リ
ア
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業

務
を
お
願
い
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
委
託
料
で
あ
る
。
具
体

的
な
業
務
内
容
は
、
商
店
街
エ

リ
ア
の
現
状
把
握
、
将
来
ビ
ジ

ョ
ン
の
検
討
、
作
成
、
賑
わ
い

づ
く
り
事
業
が
継
続
す
る
た
め

の
体
制
づ
く
り
の
支
援
検
討
、

多
世
代
交
流
ス
ペ
ー
ス
こ
こ
っ

ち
ゃ
の
テ
ナ
ン
ト
運
営
の
自
走

に
向
け
た
支
援
の
４
点
を
主
な

柱
と
し
て
業
務
委
託
を
考
え
て

い
る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
会
か
ら
は
、
商
店
街
エ

リ
ア
の
再
生
に
は
商
店
街
関
係

者
等
の
協
力
が
不
可
欠
な
こ
と

か
ら
、
業
務
委
託
に
際
し
、
外

部
専
門
家
と
商
店
街
が
協
力
で

教
育
民
生
常
任
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

き
る
体
制
を
作
る
よ
う
要
望
し

ま
し
た
。

　
次
に
、
観
光
物
産
振
興
協
会

負
担
金
に
つ
い
て
、
市
と
し
て

観
光
物
産
振
興
協
会
に
求
め
る

も
の
と
、
ま
ち
づ
く
り
直
方
等

と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ど
う

考
え
て
い
る
の
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
市
と
し
て

は
主
に
人
件
費
相
当
額
を
負
担

し
て
い
る
が
、
協
会
と
し
て
自

走
で
き
る
体
制
を
整
え
た
い
と

い
う
こ
と
で
こ
の
人
件
費
を
負

担
し
て
い
る
。
今
後
、
着
地
型

観
光
と
し
て
遠
賀
川
河
川
敷
を

使
っ
た
観
光
資
源
の
開
発
な
ど
、

少
し
で
も
自
走
に
向
け
て
、
協

会
と
一
緒
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、

ま
ち
づ
く
り
直
方
等
と
の
関
係

性
に
つ
い
て
は
、
き
ち
ん
と
し

た
関
係
性
を
持
ち
な
が
ら
、
ま

ち
づ
く
り
直
方
と
観
光
物
産
振

興
協
会
が
連
携
す
る
形
を
取
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
と

の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
会
か
ら
は
、
観
光
物
産

振
興
協
会
の
役
割
や
目
的
に
つ

い
て
、
も
う
少
し
詰
め
て
議
論

を
行
い
、
協
会
の
自
立
に
向
け
、

市
と
し
て
協
力
を
行
う
よ
う
要

望
し
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

遣
は
ど
ち
ら
か
ら
の
依
頼
に
よ

る
も
の
な
の
か
、
ま
た
負
担
割

合
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
九
州
旅
客

鉄
道
株
式
会
社
が
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
に
よ
り
、
自
治
体
等
へ
の

職
員
派
遣
を
実
施
し
て
お
り
、

本
市
に
も
依
頼
が
あ
っ
た
。
負

担
割
合
と
し
て
は
市
８
割
、
相

手
方
２
割
と
な
っ
て
い
る
と
の

回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
の
他
の
企
業
か
ら

派
遣
職
員
の
依
頼
が
あ
っ
た
場

合
の
基
準
や
対
応
等
は
ど
う
し

て
い
る
の
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
民
間
企
業

か
ら
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
基

準
等
は
な
く
、
依
頼
が
あ
っ
た

段
階
で
協
議
を
行
い
判
断
し
て

い
る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
か
ら
は
、
自
治
体
も
受

け
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
基
準
等

は
必
要
と
な
っ
て
く
る
た
め
、

相
手
方
と
の
交
渉
も
含
め
し
っ

か
り
対
応
し
て
ほ
し
い
と
の
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。


